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（
法
務
委
員
会
）

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
二
条
第
五
号
ロ
の
旅
券
を
所
持
す
る
外
国
人
の
上
陸
申
請
の
特
例
に
関
す
る

法
律
案
（
衆
第
三
四
号

（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
国
際
交
流
の
進
展
に
伴
い
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
二
条
第
五
号
ロ
の
旅
券
を
所
持
し
、
観
光
そ

の
他
の
目
的
で
本
邦
に
短
期
間
滞
在
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
の
上
陸
手
続
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
、
そ
の
上
陸
の
申
請
に
係
る

特
例
措
置
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
二
条
第
五
号
ロ
に
該
当
す
る
旅
券
を
所
持
す
る
外
国
人
で
あ
っ
て
、
観
光
そ
の
他
の
目

的
で
本
邦
に
短
期
間
滞
在
し
よ
う
と
す
る
者
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
が
本
邦
に
上
陸
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
同
法
第
六
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
旅
券
に
は
、
日
本
国
領
事
官
等
の
査
証
を
要
し
な
い
。

二
、
こ
の
法
律
は
、
二
千
五
年
日
本
国
際
博
覧
会
の
終
了
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。


